
情報通信審議会 情報通信技術分科会（第 104 回）議事録 
 
１ 日 時 
  平成 26 年９月 19 日(金) 10 時 30 分～11 時 55 分 
 
２ 場 所 
  総務省 第１特別会議室（中央合同庁舎２号館８階） 
 
３ 出席者 
（１）委員（敬称略） 

徳田 英幸（分科会長）、伊東 晋（分科会長代理）、相田 仁、青木 節子、 
近藤 則子、知野 恵子、服部 武、廣崎 膨太郎、前田 香織、吉田 進 
（以上 10 名） 
 

（２）専門委員（敬称略） 
安藤 真、多氣 昌生、雨宮 不二雄 （以上３名） 

 
（３）オブザーバー（敬称略） 

久保田 文人（CISPR B 小委員会 WPT タスクフォース リーダー） 
 
（４）総務省 

（情報通信国際戦略局） 
武井総括審議官、野崎技術政策課長 

（情報流通行政局） 
中西地域放送推進室技術企画官 

  （総合通信基盤局） 
吉良総合通信基盤局長、富永電波部長、高橋総務課長、田原電波政策課長、 
柳島重要無線室長、森下新世代移動通信システム推進室長、 
澤邊電波利用環境専門官 

 
（５）事務局 

蒲生情報通信国際戦略局情報通信政策課管理室長 
 
４ 議 題 
（１）答申事項  

① 「業務用陸上無線通信の高度化に関する技術的条件」のうち「60MHz 帯デジタル
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同報系防災行政無線の低廉化」について 
【平成 25 年５月 17 日付 諮問第 2033 号】 

 
② 「国際無線障害特別委員会（CISPR）の諸規格について」のうち「CISPR フラン

クフルト会議 対処方針」について 
【昭和 63 年９月 26 日付 電気通信技術審議会諮問第３号】 

 
（２）報告事項 

① 「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「ケーブルテレビにおける超高

精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件」の検討開始について 
【平成 18 年９月 28 日付 諮問第 2024 号】 

 
② 「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「76GHz 帯小電力

ミリ波レーダーの高度化に関する技術的条件」の検討開始について 
【平成 14 年９月 30 日付 諮問第 2009 号】 

 
③ 平成２７年度ＩＣＴ関係予算要求について 
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開  会 

 
（徳田分科会長） それでは、定刻になりましたので、ただいまから、情報通信審議会第

１０４回情報通信技術分科会を開催いたします。 
本日は、委員１５名中１０名が出席されておりますので、定足数を満たしております。 
また、審議内容の説明のため、陸上無線通信委員会より安藤専門委員、電波利用環境

委員会より多氣専門委員及び雨宮専門委員、ＣＩＳＰＲ Ｂ小委員会 ＷＰＴタスク

フォースより久保田リーダーにご出席いただいております。 
それから、本日の会議の模様は、インターネットにより中継しておりますので、あら

かじめご了承のほどよろしくお願いいたします。 
それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思いますが、本

日の議題は、答申事項２件、報告事項３件でございます。 
初めに、答申事項について審議いたします。 
 

答申事項 

「業務用陸上無線通信の高度化に関する技術的条件」のうち 

「60MHz 帯デジタル同報系防災行政無線の低廉化」について 

 
（徳田分科会長） 諮問第２０３３号「業務用陸上無線通信の高度化等に関する技術的条

件」のうち、「６０ＭＨｚ帯デジタル同報系防災行政無線の低廉化」について、陸上無

線通信委員会、安藤主査からご説明をお願いいたします。 
（安藤専門委員） 安藤です。よろしくお願いします。 

業務用陸上無線通信の高度化等に関する技術的条件のうち、６０ＭＨｚ帯とデジタル

同報系防災行政無線の低廉化について、昨年の６月より検討を進めてまいりました。

このたび委員会報告書をまとめましたので、ご報告いたします。 
資料１０４‐１‐２が報告書ですが、資料１０４‐１‐１の概要版で説明させていた

だきます。 
１ページ目は、検討の背景です。防災行政無線は、拡声器や戸別受信機を使って、行

政からの災害情報などを直接住民に伝える手段として、多くの地域で普及しておりま

す。無線で伝えて、拡声器で住民に届けるという方式が通常です。 
平成１３年にデジタル方式が導入されましたが、デジタル化率は平成２５年度末で、

まだ３６％にとどまっておりまして、この移行が課題となっておりました。この背景
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には、整備費が高価で、当初導入したデジタルの方式が少し高級であったからであり、

もう少し低廉なものをという要望にこたえた議論を行いました。 
２ページ目に移ります。低廉化の計画・検討を進めるに当たり、まず、３つの基本方

針を定めました。１つ目は、現行のアナログ方式を使用中の利用者がスムーズに移行

できるよう、現在実現されている機能をまず基本として、必要最小限のものとするこ

とが考えられます。２つ目は、デジタル防災行政無線は、現在のものに比べまして、

速度が遅くなるということです。基本的には通信できる距離が広がるのですが、より

低い受信機入力電圧により、回線が構成できるようにしました。このことにより、外

部アンテナを付けなければならないエリアが減り、結果として、コスト低減につなが

ると考えました。３つ目は、高価格化の１つの要因となっている多重化方式を採用し

ないということです。 
以上の基本方針により検討した結果、変調方式としては、移動系通信分野での活用・

普及の大きな実績を有するＱＰＳＫ、４値ＦＳＫを検討の対象といたしました。 
３ページ目に移ります。検討対象としたＱＰＳＫ、４値ＦＳＫについて、それぞれチ

ャンネル間隔が１５ｋＨｚと、その半分の７．５ｋＨｚのシステムを想定し、比較し

ました。通信方式は単信、同報通信であるＳＣＰＣ方式を採用します。伝送速度は、

現行の１６ＱＡＭの多値変調方式と比べると低くなります。そのため、高効率の音声

符号化方式を組み合わせることとしました。 
４ページ目に移ります。音声符号化の方式については、低ビットレートに対応する高

効率な方式であり、スピーカーから数百メートルの範囲にわたって放送するための音

源であることから拡声通報に耐える音質ですけれども、その品質がいいもの、かつ、

広く普及している公知の技術方式のものを選定し、実際に拡声音声試験を実施しまし

た。比較した方式がいろいろありますけれども、この結果、ＡＭＲ‐ＷＢ＋（６ｋｂ

ｐｓ）以上の方式であれば、拡声したときにもアナログ方式と同程度の品質を確保す

ることが可能であると判断し、これを採用しました。そのため、拡声音声試験におい

ては、低ビットレートのＡＭＢＥ＋２の１つを除き合格と判定しました。 
５ページ目からは、新しい方式の同報系防災行政無線に求める機能として、音声通信

や、データ、ファックス等の非音声通信を行う通信機能について整理しました。通信

機能としてはアナログ相当の機能が実現できる結果となっています。 
６ページ目に移ります。防災行政無線においては、一括通報やＪ‐ＡＬＥＲＴと連動

すること等、統制する機能が必要ですので、こちらについても整理を行い、低ビット

レートのＡＭＢＥ＋２を除けば、基本機能においてはアナログ相当以上の機能確保が

可能という結果が出ました。 
７ページ目に、所要受信機の入力電圧の規定に関する考え方が載っています。所要受

信機入力電圧は、受信機側で信号を受信し再生するために必要な入力の電圧値です。

これが低いほど、外部のアンテナを設置しなくても受信できるエリアが拡大します。
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これは低廉化につながるわけですけれども、また新しい方式では、山岳や高層建築の

電波の反射で生じるマルチパスの遅延波による影響、これに対しても強くなっていま

す。その結果、外部アンテナを付けなくてもいいエリアが増えます。 
８ページの表にありますとおり、新しい方式では、現行方式と比べまして、概略１０

ｄＢ以上の余裕が出てくる結果となっています。 
９ページ目からは、周波数共用条件について示しております。同報系防災行政無線は、

市町村ごとに整備されます。隣接する地域や同一の周波数を使用する整備箇所に対し

て、干渉を避けるための条件について整理が必要となります。地形などが複雑な場合

も含めて６０ＭＨｚという電波はよく飛びますので、この干渉の検討が必要なわけで

す。 
１０ページ目に移ります。新たに追加する１５ｋＨｚの間隔の方式について、現行の

デジタル方式と同じ配列で並びます。７．５ｋＨｚのものについては、１５ｋＨｚの

幅の中に２つが並列する形で配置されます。この条件において、実際に相互に干渉が

生じる周波数の組み合わせは、ここに示すとおり６通りになります。所要の回線品質

を得るため、どの程度周波数を離せば所定のＤ／Ｕ比が取れるか、また、双方に干渉

が生じる６通りの組み合わせでのＤ／Ｕ比を、それぞれ算出いたしました。 
７ページ目で所要受信機入力電圧についてご説明いたしましたが、新たな方式では、

受信機入力電圧を低くすることができるため、戸別受信機が単体で受信できるエリア

が相対的に拡大します。外付けアンテナの設置工事が省略できることなど、正規モデ

ルに照らし合わせて、価格の意味での低廉化の効果を評価しました。 
試算モデルでは、市と町村の２つのモデルを想定し、人口、面積のそれぞれの平均値

を利用し算出しました。システムの構成は、中心に親局を１つ配置します。そして、

小・中学校や公民館などに拡声子局を配置する形として戸別受信機を、市モデルでは

５０％の世帯、町村モデルではすべての世帯に配置するという条件で行いました。戸

別受信機の配置、世帯分布については、住宅土地統計調査の分布により戸数を設定し、

戸別受信機において屋外アンテナが必要なエリアを算出しています。 
１５ページにありますように、必要となる無線設備について、主要な製品供給メーカ

ーにアンケート調査を実施しました。その平均値から、それぞれのモデルによる単価

を算出しています。 
１６ページでは、町村モデルにおける導入コストの試算の結果を示しています。この

結果で言いますと、現行の１６ＱＡＭのデジタル方式に対して、概略２割弱の低廉化

が可能という試算が出ています。 
１７ページに、市モデルにおける導入コストの試算結果を示しています。こちらも、

おおむね２割弱の低廉化の効果があります。 
以上の検討を踏まえまして、技術的条件をまとめました。 
１８ページですが、今回新たに追加する方式としては、ＱＰＳＫ方式の１５ｋＨｚ及
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び７．５ｋＨｚ、それから４値ＦＳＫ方式の１５ｋＨｚとなります。４値ＦＳＫの７．

５ｋＨｚについては、伝送速度、音声符号化方式の制約により、今回は含めておりま

せん。無線設備の技術的条件としては、ＱＰＳＫ方式、４値ＦＳＫ方式共に、既に実

用化されている変調方式であり、これまでの技術基準相当の内容となっています。 
１９ページに、審議会として希望する所見を記載しています。１つ目と３つ目は、従

来の技術的条件の答申を踏襲し、今後の普及を前提とした民間標準の重要性と知的所

有権への配慮を記載させていただきました。２つ目は、今回低廉化を趣旨とした検討

してきた経過を踏まえて、メーカーに対する期待、お願いとして記載しております。

４つ目が、災害弱者への配慮に関して、情報伝達の補完機能に関する期待を記載して

おります。 
以上、６０ＭＨｚ帯デジタル同報系防災行政無線の低廉化についての陸上無線通信委

員会での検討の結果を、ご説明させていただきました。 
ありがとうございました。 

（徳田分科会長） ありがとうございました。 
それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

（服部委員） よろしいですか。 
（徳田分科会長） 服部委員、どうぞ。 
（服部委員） ２割程度の経済化が達成されるということで、大変結構なことだと思いま

す。ぜひ、全国的な普及を期待したいと思います。 
ちょっと詳細なことになるのですけど、変調方式２種類を規定した理由について、１

種類でいいのではないかと思いますけど、何か使い分ける理由があるかどうか。 
それと、誤り訂正としてターボ符号が使われてますが、ターボ符号は通常は数千ビッ

トに使う、少なくとも５００ビットとか１０００ビット以上でないと、ターボ符号の

効果は顕著に表れないというのが、今までの性能評価だと思います。そういう意味で、

例えば普通の畳み込み符号で十分ではないかと思うのですが、経済化という点を含め

て、なぜターボ符号を使うのか。その２点を教えてください。 
（安藤専門委員） はい。２つ目のターボ符号は、事務局のほうで補足いただくとして、

変調方式についてお答えします。 
変調方式については、ＱＰＳＫは現行の方式であるということも１つありまして、そ

れからアナログに非常に近いという意味も含めて、ＦＳＫを検討対象にして比較を行

ったと聞いています。結果として、変調方式が２種類なのは、選べる形にするため用

意したというのが実情だと思います。 
ターボ符号については、符号がすごく長くないと効果がないというお話がありました

が、事務局から補足がありますでしょうか。 
（柳島重要無線室長） 重要無線室でございます。 

検討に当たりまして、２つの変調方式を追加した理由でございますが、まず１つ目と
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いたしまして、業界において４値ＦＳＫ、それからＱＰＳＫ、両方とも広く使われて

いることから、実際にその製品を作るに当たって非常に安く実現できるということが

期待されるためです。２つ目の理由ですが、いろいろなメーカーにもヒアリングした

結果として、４値ＦＳＫは既存のＦＭのアンプがそのまま使えるということで、非常

に電力の効率もよいという特徴がある一方、ＱＰＳＫに比べて伝送レートが低いとい

うデメリットもございます。そこは、実際に利用するユーザがどのようなニーズを持

っているか、メーカとして製品の提案をするために使い分けが必要とのことでしたの

で、４値ＦＳＫとＱＰＳＫ、両方を採用するということで検討いただきました。 
それから、ターボ符号でございますけれども、こちらも、どのようなエラー訂正方式

を用いるのがこのシステムに対して一番適切かということについて、メーカーといろ

いろ議論いたしまして、ターボ符号は比較的長いビットレートが必要という部分もあ

ると思いますけれども、他の符号に比べて、同報的な使い方をする観点で言えば、非

常によろしいのではないかと。それから、ターボ符号自身も移動体でも使われている

実績もあるようですので、そのような観点も含め、製品の作りやすさということも考

えまして、ターボ符号化がよいのではないかという結論に至ったということでござい

ます。 
（服部委員） システムとしては、送信と受信があるわけですから、送信がどちらかを選

ぶとなると、受信が必然的にそれで決まってしまうものなのか。あるいは、送信が２

種類同時にやることはできないですから、場所によってＱＰＳＫを使うシステムエリ

アと、ＦＳＫを選ぶエリアができますが、これはどういう形で判断されるのでしょう

か。自治体が比較して考察して、どちらが経済的かという選択をするのですか。この

選択も重要だと思いますので。 
（徳田分科会長） はい、お願いします。 
（柳島重要無線室長） 同報系の防災行政無線につきましては、市町村が送信側、受信側

合わせてセットで導入することになりますので、ある自治体において、先ほど申し上

げたようなビットレートが多く取れるのか、それとも電力効率がいいのか、メーカー

さんの提案も含め検討して採用することになるため、個別地域ごとにシステムが選ば

れる形になります。 
移動体のトランシーバーと違って、持ち歩いてどこか他の場所で使うという使い方を

するものではないため、幾つかのシステムが混在する形でも、特段問題はないと考え

ております。 
（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。 

他に何かございますか。知野委員、どうぞ。 
（知野委員） はい。素人質問で大変恐縮なのですが、Ｊ‐ＡＬＥＲＴというと、誤作動

の多い仕組みであるという記憶があります。肝心なときに鳴らなかったり、必要でな

いときに鳴り出したり、などの問題が多発していたという覚えがあります。 
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その時の説明では、装置が自治体ごとによって異なるとか、ソフトの設定が異なると

か、非常に微妙で、なかなか難しいのだということでしたが、新しいものを導入する

ことによって、こうしたトラブルに、拍車がかかることはないのでしょうか。 
（安藤専門委員） Ｊ‐ＡＬＥＲＴとの連動が議論の対象で、Ｊ‐ＡＬＥＲＴの誤作動が

多いという話は聞いていないのですが、事務局からいかがでしょうか。 
（徳田分科会長） はい、どうぞ。 
（柳島重要無線室長） はい。今回のＪ‐ＡＬＥＲＴとの連動と申しますのは、現在、各

市町村に、衛星を経由する形でＪ‐ＡＬＥＲＴの受信機が設置されております。それ

と防災行政無線の送信機の間をつなぎまして、Ｊ‐ＡＬＥＲＴを受信したときに自動

的に防災行政無線の同報系を使って、住民の方にタイムラグがなく伝送できるという

ものでございます。 
Ｊ‐ＡＬＥＲＴの受信機と、それから防災行政無線の間のインターフェースにつきま

しては、新しいシステムになっても何ら変わりませんので、そういう意味で言います

と、今、安藤先生がおっしゃったように、改善されるという予定はないですし、改悪

されるということでもないということで、あとは、Ｊ‐ＡＬＥＲＴの受信の運用の安

定性につきまして、各自治体において取り組んでいただければよろしいかと思ってお

ります。 
（徳田分科会長） はい、では先に近藤委員、それから廣崎委員、お願いします。 
（近藤委員） 近藤です。 

安くなって高機能になる。大変素晴らしいと思うのですけれども、デジタル化により

文字での周知や双方向機能も可能になるとせっかく書かれているのですけれども、９

ページにある端末を見ると、ちょっとがっかりという感じがいたしました。 
高齢者など情報弱者にとって、特に聴覚障害で聞き取りにくい人にとってはもちろん、

台風や大雨のときには、普通の人でも、音声の防災行政無線は聞き取りにくいと思い

ます。文字による提供というのは、とても重要だと思います。そこで、このような戸

別受信機の専用端末も大変重要だとは思うのですが、ぜひ、例えばタブレットやスマ

ートフォンでも、こういった情報を受け取れるようなアプリを一緒に開発していただ

くとか、専用端末がなければこの仕組みを利用できないというのではないような工夫

ができたら、大変ありがたいと思いますので、ご検討いただけたらと思います。以上

です。 
（安藤専門委員） おっしゃるとおりで、そこは一番重要なポイントかもしれないと思い

ます。 
今回はたまたま、３６％にとどまっているデジタル化を進めようと、周波数の有効利

用も含めて議論したのですけれど、もっと広い本当の意味でのセーフティを上げるよ

うな議論が必要ではないかという意見は、委員会の中でもずいぶん出ておりました。

ただ、もう少し枠を広げた議論というのは、今回の作業班の中では十分にはできてな

8 



かったことも反省しております。先日もすごく雨が強い時、全く聞こえなかったとい

う話もありますので、事務局ともよく相談して進めたいと思いますけれども、今のお

話のようなことは、一番重要だと思っています。 
（近藤委員） ありがとうございます。 
（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。それでは、廣崎委員、お願い

します。 
（廣崎委員） 今の近藤委員のご質問とも多少関連しますが、この検討の背景について、

２、３点疑問を感じたので、教えていただきたいと思います。 
まず、現行のデジタル方式１６ＱＡＭで、せっかくビットレートを４５キロビットに

していたのを、経済的な理由ということで、わざわざ半分以下に下げる。しかも、Ｑ

ＰＳとＦＳＫという方式が異なったものを入れてまで下げる。通常、技術検討という

ものは、性能をうまく上げていって、先ほどもタブレットの話がありましたけれど、

より幅広いアプリケーションを吸収するように検討を進めていくべきものですが、今

回はドローバックしている。そこに２つ疑問を感じました。 
１点目は、前回の１６ＱＡＭを決めた時に、経済性の視点が抜けてたのかということ

です。その検証がないと、今後も同じようなことが起こるのではないかと思います。

経済性の議論が一体どうなっていたのかが、非常に疑問を感ずるところです。 
それから２点目は、経済性の話で、先ほどのコストの試算とありましたが、装置その

ものは２割３割安くなり、それから工事費用を入れても２０％弱安くなるというお話

がありましたけれども、例えば、産業界の実感から言うと、２割以内のコスト差でし

たら、これはバルク購買をすれば、すぐに吸収できる値です。それをわざわざスペッ

クダウンして、今回のようにする必然性があるんだろうかと思います。資料には市町

村とかの小さい単位で書いてございますけれども、例えば都道府県とか、あるいはも

う少し州単位でバルク購入をして、数量の多い分は、ベンダー・マネージド・インベ

ントリーという、ベンダー側責任のインベントリーにしてコストを低減すると、２割

３割はすぐにカバーできるのではないかと思います。 
したがって、なぜスペックダウンをしてまで、本件について検討したかということが

ますます分からなくなる。この辺りの議論は一体どのようになっていたのか、教えて

いただけますか。 
（安藤専門委員） はい。正解はこれですというお答えは、もちろんないんですけれども、

個人的には、デジタル化で周波数を有効利用しようと、今どんどんデジタル化してま

すけれども、同じような議論として、例えばセンサのネットワークでもビットレート

を落として距離を稼ぐということをしています。ある意味ではドローバックになるけ

れども、本当のニーズに合った形で方式が選ばれており、このようなケースがないわ

けではありません。 
今回は、ほとんどが実は拡声器による音声だという特殊な使い方ということも考慮し
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つつ、市町村の場合には、アナログを選ぶかデジタルを選ぶかという議論よりは、市

の限られた財政で防災関係施設設備をいつ更新できるかが問題となる状況で、少しで

も障壁を下げて更新を加速支援する観点で報告書をまとめたものです。今回は、方式

の高度化により周波数利用効率を上げる従来の議論の方向ではなく、更新すればデジ

タル化によりおのずと周波数利用効率を高める結果となるという観点で、デジタル方

式でやはり少しでも安いオプションを用意しておこうという議論をいたしました。 
もう少し広い意味での周波数割当の議論をすべきだという意見は、委員会の中でも出

たのですけれども、今回の作業のタイトルが、６０ＭＨｚの同報の低廉化ということ

に絞ってスタートもしておりましたので、議論はこういう形になりました。 
必要な速度を落としてまでというのは、落とすかどうかという議論をしたというより

は、安くするために落とすことがあるし、こういうメリットがあるということを明ら

かにしたというのが、今の議論のやり方でありました。 
いろんなビジネスとして、２割という低廉化効果が実質的に意味があるかどうかとい

うのは、非常に微妙なところではありますけれども、ちょっと議論になったのは、や

はり各都市でも、こういう防災無線などの新しい工事をしようとしたときには、正直

言いまして、そんなにたくさんの手が、入札しても現れない状況もありますし、それ

ぞれの市町村では、２０万ぐらいの都市でも、担当の方はせいぜい１人２人しかいら

っしゃらないんですね。 
そのような状況の中で、やはり予算があって、この値段であれば４年間で完成すると

か、この予算であれば２年でできるとかという議論を聞いていますと、低廉化効果と

いうのは、もちろんメーカーの方にもっと安くしてくださいということは言うのです

けども、非常に重要になる。地震の経験を踏まえ、一刻も早く更新しようという今の

時期に合わせて、安いメニューを用意しておくということは重要かと考えて議論をし

ました。そこら辺が背景となります。 
全体的にどんどん進んでいけば、デジタルですから、たくさん売れれば、どんどん安

くなるという議論、それでまたどんどん、速度も速くていいものが、全部、昔のもの

が吸収できるというのは、もちろんほとんどの議論はそういう形で進めてますけども、

防災無線については少し特殊な事情で議論をしたと。それが私の考えです。 
（徳田分科会長） どうぞ。 
（廣崎委員） 長くするつもりはないのですけれども、仮にここで、こういうドローバッ

ク案で決めたと。数年後には多分、ビットレートを上げて、音が聞こえないときでも、

さっき近藤委員がおっしゃったように、タブレットですね、防災情報を入れると。そ

のためには、ビットレートをまた、ＱＡＭを入れてでも上げようという議論が出てこ

ないとも限らない。多分、必ず出てくると思うのですね。 
そういうときに、これまでの検討経緯を一体どう生かしていくかということを、やは

りプロセスをきちっと踏まえた上で次に生かすということをしないと、単にドローバ
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ックして現時点でのコストだけの議論で決めるというのは、私は、非常に刹那的な判

断ではないかなという気がするのですけれど。 
（安藤専門委員） ただし、今現行の少し高めになっているデジタルのものを使えなくす

るということでは全くなく、選択肢が増えるという形になりますから、今の議論は当

たらないのではないかと、私は思っています。 
共存するような形に、今いろいろ検討しましたけども、その上で、結果として、やは

りこのハイスペックのほうが将来性もあるという判断ができる、経済状態を含めてな

れば、そちらができることは、何も支障なくできるはずです。 
（徳田分科会長） はい。では、前田委員。 
（前田委員） 先ほど、現行のものと共存しないということがあったと思うのですけれど

も、３６％のところは現行方式で入れているわけですね。それで、途中で故障したと

か部分的に替えていきたいとなったときに、安いものがあって新しい方式で入れたい

となっても、送受信セットでないと動かないということでしたので、そこら辺は何か

部分的にでも移行ができるようなやり方というのを、考えなければならないと思いま

す。 
（安藤専門委員） なかなか難しいのではないかと思いますけど、事業としてもう既に入

ってる今の割高といいますか、従来利用しているＱＡＭが入っているものについて、

部分的に移行が可能かどうか。 
（徳田分科会長） はい、では事務局。 
（前田委員） 技術的には難しいとは思うのですが、変換みたいなのをしなければ。 
（柳島重要無線室長） 今のご趣旨は、送信側は今のままにしておいて、受信機だけ新し

いシステムを入れることができるかどうかという趣旨でしょうか。 
（安藤専門委員） 安くするために。 
（前田委員） はい、安くするためにということです。 
（柳島重要無線室長） そういう趣旨ですと、送信側が２種類の信号を出さない限りにお

いては、そのような新しい違う受信機を入れるということは、できないです。 
（前田委員） 元の仕様に対応した機器を早々に入れてしまったところは、それをずっと

維持していかなければならず、今回の低廉化の恩恵を被ることができないのは課題だ

と思いました。 
（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございます。 

少し時間がタイトになりましたので、ほかにご意見、ご質問がなければ、本件は、答

申案資料１０４‐１‐３のとおり、一部答申したいと思いますが、いかがでしょうか。 
よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、このとおり答申する

ことといたします。 
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答申事項 

「国際無線障害特別委員会（CISPR）の諸規格について」のうち 

「CISPR フランクフルト会議 対処方針」について 

 
（徳田分科会長） はい。それでは次に、電気通信技術審議会諮問第３号「国際無線障害

特別委員会（ＣＩＳＰＲ）の諸規格について」のうち、「ＣＩＳＰＲフランクフルト会

議対処方針」については、電波利用環境委員会多氣主査より、報告をお願いいたしま

す。 
また引き続き、国際的な舞台でＷＰＴに関する検討を牽引しておられるＣＩＳＰＲ 

Ｂ小委員会ＷＰＴタスクフォースの久保田リーダーから、対処方針について補足説明

をお願いすることとしております。 
それでは、多氣主査からお願いいたします。 

（多氣専門委員） はい、首都大学東京の多氣と申します。よろしくお願いいたします。 
それでは資料１０４‐２‐１をご覧ください。この資料は、報告であります資料１０

４‐２‐２の要約となっております。 
表紙をめくっていただきますと、ＣＩＳＰＲについての概要が書かれています。簡単

に申しますと、無線障害特別委員会ＣＩＳＰＲは、無線障害の原因となる不要電波に

関し、その許容値と測定法を審議することを目的としておりまして、ＩＥＣの特別委

員会でございます。総会、運営委員会、ＡからＩまでの６つの小委員会で構成されま

す。 
次のページをご覧ください。今年の総会は、１０月１３日から２４日までの１２日間、

ドイツのフランクフルトにて開催されます。総会運営委員会、６つの小委員会、また

各小委員会に設置されたワーキンググループなど、多くの会議が開かれます。これら

の会議に、わが国からは総勢３８名が参加いたします。 
基本的な対処方針でございますが、従来と同様、無線通信に対する妨害波の影響を総

合的に勘案し、わが国の利益と国際協調を考慮して、大局的に対処することとしてお

ります。 
今回の重点審議事項としましては、ワイヤレス電力伝送（「ＷＰＴ」と以下申し上げ

ます）による妨害波の検討が挙げられます。 
昨年のオタワ会議におきまして、わが国から積極的に提案を行い、Ｂ、Ｆ、Ｉの３つ

の小委員会に、それぞれＷＰＴに関するタスクフォースが設置されました。特にＢ小

委員会、これは、主に電気自動車へのワイヤレス充電機器を対象としておりますけれ

ども、Ｂ小委員会のタスクフォースには日本からリーダーを出しており、本日、久保
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田リーダーにご出席いただいております。 
ＷＰＴに関する審議状況と対処方針については、後ほど久保田リーダーより報告させ

ていただきますので、途中は飛ばしながら、ご説明をさせていただきたいと思います。 
３ページ目をご覧ください。ＷＰＴにつきましては後ほどといたしますので、２つ目

の黒ポチをご覧ください。総会の決定を各小委員会に義務付けることについての議論

でございます。これは前回からの継続なのですけれども、各国のコメントを踏まえた

提案が可決されたものでございますけれども、規格の一貫性と小委員会の独自性とい

う非常に重要な問題でもございまして、様々な意見がまだございますために、引き続

き議題に挙がっております。 
４ページ目をご覧ください。ＣＩＳＰＲ委員会及び各小委員会の議長でございますけ

れども、２年後の２０１６年に、もう任期の延長のできない時期を迎えます。このた

め、連続性を確保するために、副議長の選任についての議論がなされてきました。副

議長の選任に当たりまして、幹事国が非常に重要な役割を果たすわけでございますが、

わが国が幹事国を務めておりますＩ小委員会では、副議長にＰｅｔｔｉｔ氏を推薦し

ております。またＢ小委員会に関しましては、これは議長の意向を尊重し、副議長の

選任はしないということになっております。その他、日本が幹事国を務めていない小

委員会の副議長、これも非常に重要なことなので、その指名動向についての確認をす

る予定でございます。 
次の項目ですが、９ｋＨｚから１５０ｋＨｚの妨害波測定試験の導入に向けた取り組

みも重要な課題です。わが国は導入に前向きに取り組んでおりまして、具体例を示す

等の貢献をしてきておりますが、これまで、あまり大きな進展は見られていません。

電気自動車の充電器にも関係する周波数であり、今後の本格的な議論に向けて、状況

に応じた対処を予定しております。 
５ページをご覧ください。以下、ＡからＩまで個別の小委員会の審議状況と対処方針

がございます。 
Ａ小委員会では、妨害波測定装置と妨害波測定法の基本規格を策定しています。３０

ＭＨｚ以下の周波数帯の放射妨害測定法が、わが国のエキスパートをリーダーとして

進められております。わが国の評価や結果を報告するとともに、規格がＣＤ文書に反

映するよう対処いたします。アンテナ較正法の基本規格がこれまで未設定でしたが、

ようやく最終国際規格案、ＦＤＩＳといいますが、の段階になりました。わが国のエ

キスパートが、アンテナ係数の較正法のプロジェクトリーダーとして貢献しておりま

して、今回のアンテナの較正というのは、大変、電波測定全般の根幹ということで、

規格が速やかに成立するように対処いたします。 
６ページをご覧ください。Ｂ小委員会は、工業、医療、科学機器、これはＩＳＭ機器

と総称しておりますが、それから電力線の妨害波に関する規格を審議します。ＩＳＭ

機器の妨害波に関する規格、これは「ＣＩＳＰＲ１１」と呼ばれておりますけれども、
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これにつきましては、今年３月に本技術分科会に５．１版が答申されたところですが、

来年２７年に発行される予定の第６版の審議が進んでいます。第６版には、わが国が

リーダーとしてとりまとめた太陽光発電用の系統連系電力変換器、「ＧＣＰＣ」と称し

ます、の直流ポートにおける妨害波端子電圧の許容値と測定法、それから、やはりわ

が国が主導してとりまとめたＡＰＤ振幅確率分布を用いたデジタル通信を考慮したノ

イズの測定法でございますが、これの電子レンジへの適用が新たに含まれます。対処

方針といたしましては、第６版の最終国際規格案が早期に発行されるようにすること

等でございます。 
それからＢ小委員会では、電気自動車のＷＰＴ装置の審議が行われますが、これにつ

いては後ほど、久保田リーダーから紹介いただきます。 
Ｂ小委員会では、また架空電力線、高電圧装置の妨害波特性、また電気鉄道システム

の妨害波特性に関する審議も行います。電気鉄道に関しましては、わが国が主導して

技術報告書をとりまとめるための新規提案の準備を進めます。 
８ページをご覧ください。Ｄ小委員会は、自動車、モーターボートの妨害波に関する

審議を行います。非車載無線受信機の保護、車載無線受信機の保護、３０ＭＨｚ未満

の低周波妨害波の規定について審議を行いますが、わが国からの提案も予定されてい

ます。 
９ページをご覧ください。Ｆ小委員会は、家庭用電気機器、照明機器を扱います。家

電機器・電動工具の規格でありますＣＩＳＰＲ１４‐１の全面的な見直しが行われて

おりまして、これには、わが国も積極的に寄与しています。フランクフルト総会では、

日本からの提案が反映されるように対処いたします。 
１０ページをご覧ください。Ｆ小委員会では、また、照明機器等の妨害波の審議をい

たします。現行の第８版の修正と並行して、第８版から多くの変更が含まれる第９版

の審議が始まっています。わが国としては、第８版の修正に関しての疑問点について

確認し、また第９版で新たに導入された考え方に対して、わが国からの意見が反映さ

れるよう対処いたします。Ｆ小委員会でも、ＷＰＴについての議論が出ております。 
１１ページをご覧ください。Ｈ小委員会は、無線業務保護のための妨害波に関する規

格を策定します。共通エミッション規格に関しまして、わが国の提案が採用されてお

りますけれども、これを支持する方針です。 
１２ページをご覧ください。Ｉ小委員会では、情報技術装置、マルチメディア機器及

び受信機の妨害波に関する規格を策定します。１２ページから１４ページまで、多く

の審議事項について記載がありまして、それぞれ大変重要な問題なんですけれども、

これらにつきましては、Ｉ作業班主任の雨宮専門委員が出席しておりますので、ご質

問がございましたら、ご回答をさせていただくということで、割愛をさせていただき

ます。 
１５ページをご覧ください。これは参考情報なのですけれども、ＩＥＣの専門業務に
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おける最近の業績を対象としたＩＥＣ１９０６賞が授与されております。わが国から、

３名のＣＩＳＰＲ関係者が今回受賞いたしました。ＣＩＳＰＲ関係者からの受賞は、

世界各国すべて合わせて４名なんですけれども、うち３名がわが国からということに

なりました。わが国からの貢献が認められた結果と思われます。 
１６ページ以降には用語等が書いてございますけれども、このあとＷＰＴ関係に関し

て、久保田リーダーから簡単にご説明いただければと思います。 
（徳田分科会長） はい、ではお願いいたします。 
（ＣＩＳＰＲ久保田リーダー） はい、ありがとうございます。今ご紹介いただきました、

私は、ＣＩＳＰＲのサブコミッティーＢに設置されておりますワイヤレス電力伝送、

ＷＰＴに関する作業部会タスクフォースのリーダーを仰せつかっております。それで

は、ワイヤレス電力伝送に関しての動向、対処方針について、ご紹介させていただき

ます。 
サブコミッティーＢ、Ｆ、Ｉそれぞれにタスクフォースが現在設置されておりまして、

それぞれの製品分野で、どのような形で規格化をしていったらよいかという議論が始

まっております。 
サブコミッティーＢにおきましては、電気自動車用のワイヤレス充電器の妨害波の許

容値の設定について審議を行っております。 
電気自動車のＷＰＴは、２０１６年ぐらいに実用化しようという機運が国際的に高ま

っております。そのため、このスケジュールを目指して各国で技術開発競争が進めら

れているのでございますけれども、その一方で、新しい技術を、国際的に互換性のと

れたものにしていくということでの標準化は、非常に重要でございます。その技術要

素の１つとして、ＷＰＴから漏えいする電磁波妨害の共用に関するシステムについて

審議をしているという状況でございます。 
今回のフランクフルト会議では、Ｂでは、電気自動車が中心ですが、Ｆ、Ｉでは、家

庭電気製品向け、あるいはマルチメディア機器向け、それぞれの機器に関して、わが

国の国内で利用されています無線通信、あるいは放送、そういったものとの周波数許

容条件について、検討がなされておりますので、それらに基づいた結果、それから私

どもは測定データをいろいろ取って、それに基づいた提案を準備をしてございます。 
リーダーとしての国際的なバランスも配慮しつつ、わが国の技術的優位性、国際競争

力を損なわないような形で国際協調に努めていくよう、対応していきたいと考えてお

ります。 
以上でございます。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。 
それでは、ただいまの説明に関しまして、ご意見、ご質問等はございますでしょうか。 
では、青木委員。 

（青木委員） ありがとうございます。 
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去年お伺いしたこととの関係で、少し不確かな知識なので教えていただきたいことな

のですけれど、幹事国になることの条件と、幹事国の議長、副議長になる条件を教え

ていただけないでしょうか。 
これをお伺いいたしますのは、確か去年、どこかの議長に韓国が立候補して、それを

日本は支持するということをお伺いしたと思うのです。今度日本が立候補するときに、

やはり支持をしていただけるような基盤などが整っているのかということは、これか

ら規格標準を取っていくために大事なことだと思いますので、どの国とどういう協力

をしていくのかということを知りたく、前提となる幹事国、議長、副議長になる条件

について教えてください。 
（多氣専門委員） これは、運営委員会の委員であります雨宮専門委員にご説明いただい

たほうがよいと思います。 
（雨宮専門委員） 雨宮でございますけれども、ご指名ですので、補足させていただきま

す。 
まず、幹事国になるということなのでございますけれど、これは技術的な実績がすべ

てでございます。具体的に申し上げますと、わが国からは今回３６名出席しています

けれど、そのエキスパートと称しておりますメンバーの方々が、どのくらいのコント

リビューションをこれまでに出して国際規格の発効に寄与してきたかと。これが、各

国のメンバーから認められますと、ぜひ幹事国をやってほしいとなります。例えば２

００１年のイギリスでの総会の時に、サブコミッティーＧとサブコミッティーＥをマ

ージして、サブコミッティーＩを設立したわけでございますけど、その時に、アメリ

カとイタリアと日本が立候補いたしました。日本は、イタリアはどこも、サブコミッ

ティーも幹事国もやってないものですから、イタリアが当選するのではないかと思っ

ていたのですが、２９か国の内１７票が日本に参りまして、アメリカはもう、たった

の４票でした。イタリアは７票でした。確かそうだったと思います。そのぐらいの形

で票がはっきり分かれまして、それで後々、関係者にお聞きしましたところ、日本か

らの実質的なコントリビューションが圧倒的であると。これからのマルチメディアと

いうのは、先進工業国で、そういうことを日夜議論している国に任せたい、というこ

とで日本が選ばれたのでございます。ですから、ちょっと長くなって申し訳ないので

すが、簡単に申し上げますと、標準化にどのくらい技術的なコントリビューションを

やってきたかというのが背景、理由でございます。 
もう１つ、議長、副議長の件でございますが、これは、個人のレベルで同じようなこ

とになります。それともう１つは、なかなか日本のメンバーでは難しいのですが、英

語かフランス語のネイティブに近い人という条件がございますので、これはなかなか

難しいものですから、技術が分かっていても、そちらのほうでということがございま

すので、その両者を総合的に勘案して、投票で選ばれるという形になってございます。 
以上でございます。 
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（青木委員） ありがとうございます。 
（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。ほかに、よろしいでしょうか。 
（服部委員） ＣＩＳＰＲの目的、ここに書いてあることなのですけど、国際貿易を促進

するということで、やはりいろいろなイメージがあると思いますけど、いわゆるマン

ダトリーの規格を目指すのか、あるいは望ましいといいますか、それによって対処方

針はいろいろ変わると思うのです。かなり長期にわたっていろいろと検討するという

課題で、要するに、どういう対処方針、基本的な考え方といいますか、それを教えて

いただきたい。例えばある国は、この規格を満たしてないと貿易輸出認めないと、そ

ういう状況があれば、これは非常に有意義な規格といいますか、国際貿易上、非常に

重要だと思います。それが望ましいということになりますと、かなりそれなりの対応

というか、ほかの国のを見ながら、どういう対応、方針にするかという判断が必要と

なります。そういう意味で、ＣＩＳＰＲ規格の国際貿易での位置づけといいますか、

その辺をひとつ教えていただきたい。 
それからもう１つは、ワイヤレス電力伝送というのは、今いろいろ非常に注目を浴び

て、特に車ですと、非常にハイパワーの電力が出るということで、人体に対する影響

といいますか、単に通信のみではなくて、そういう新しい側面があると思いますけど、

その辺の検討状況は、この中には反映されているのでしょうか。 
２点お願いします。 

（多氣専門委員） はい。初めのＣＩＳＰＲの性格でございます。これに関しましては、

事務局からお答えいただいたほうがいいのかもしれませんけれども、私の認識といた

しましては、国際的な、あくまでもこれはガイドラインとして出ているわけですが、

それを、どのように政策に活かすかというのは、各国の任意の判断だと思います。 
わが国に関しましては、このような会議を通して、きちんと総務省が法令、法制化を

するという形で使われておりますので、われわれにとってはマンダトリーになるもの

という認識で取り組んでいるという、こういう認識でございます。 
欧州などは、必ずしもＣＩＳＰＲがすべてとは限らないケースもあるかに聞いており

ますので、これはやはり、それぞれの国の位置づけによるものというふうに理解して

おります。 
それから、２点目のＷＰＴの人体影響でございますが、私自身が生体電磁環境をずっ

とやってきておりますので、私のほうから、お答えさせていただきます。これに関し

ましては、ＣＩＳＰＲの委員会で直接扱っているものではございません。ただ、Ｂ小

委員会でＷＰＴの審議をしておりますけれども、これは、自動車関係を扱っておりま

すＴＣ６９とリエゾンでやっております。ＴＣ６９としては、人体防護に関しての議

論も進められております。一方、ＴＣ１０６という、人体防護に関する技術委員会も

ございます。これも私は、国内で委員長を務めさせていただいてるのですが、こちら

のほうも、ＴＣ６９とのリエゾンを昨年、われわれのほうから提案いたしまして、人
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体防護の観点から検討を進めております。電波利用環境委員会の中での議論も、人体

防護と妨害波の問題、これを切り離さずに一緒に議論しておりますということで、こ

の点についても十分に配慮して進めているというふうにご理解いただければと思いま

す。 
（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。 

それでは、ほかにありませんでしょうか。よろしければ、本件は答申案、資料１０４

‐２‐３のとおり一部答申したいと思いますが、いかがでしょうか。 
はい、ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することといたします。 

 
 
（徳田分科会長） それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から、今後の行政上

の対応について、ご説明を伺えるということですので、よろしくお願いいたします。 
（吉良総合通信基盤局長） 総合通信基盤局長の吉良でございます。本日は、諮問につき

まして一部答申をいただきまして、ありがとうございます。 
まず１つ目の６０ＭＨｚ帯デジタル同報系防災行政無線の低廉化につきましては、平

成２５年６月から、陸上無線通信委員会で精力的にご審議いただきまして、同報系防

災行政無線の低廉化に関する技術的条件等をお示しいただきました。災害時におきま

して防災行政無線は、地域住民が防災行政情報を取得する重要な手段でございます。

総務省といたしましては、本日の一部答申を受けまして、同報系防災行政無線の低廉

化が図られ、より一層デジタル方式が普及するよう、関係規定の整備に速やかに取り

組んでまいりたいと考えております。 
それから２つ目、ＣＩＳＰＲフランクフルト会議の対処方針につきましては、本日ご

答申いただいたとおり、無線通信に対する各製品の妨害波の影響を総合的に勘案しま

して、また、わが国の利益と国際協調を最大限に実現できるように対処してまいりた

いと考えております。特にワイヤレス電力伝送分野につきましては、わが国の提案を

積極的に行うことによりまして、ＣＩＳＰＲ規格の検討の促進に貢献してまいりたい

というふうに考えております。 
委員の皆様方には、大変熱心なご審議をいただきまして、誠にありがとうございまし

た。今後とも、情報通信行政に対しまして、ご指導よろしくお願いしたいと思います。 
本日は、ありがとうございました。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。 
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報告事項 

「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「ケーブルテレビ

における超高精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件」

の検討開始について 

 
（徳田分科会長） それでは続きまして、報告事項に移りたいと思います。 

まず、諮問第２０２４号「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち、「ケーブ

ルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件」の検討開

始について、放送システム委員会、伊東主査からご説明をお願いいたします。 
（伊東分科会長代理） はい、放送システム委員会主査の伊東でございます。 

本日は、ケーブルテレビシステムの技術的条件のうち、ケーブルテレビにおける超高

精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件の検討開始について報告させてい

ただきます。資料は、１０４‐３をご覧ください。 
まず検討開始の背景でございますが、現在、放送通信分野においては、新たな映像符

号化方式などの標準化が進展するとともに、超高精細な映像フォーマットの国際標準

も策定されるなど、世界的に高画質化への取り組みが加速しています。一方、わが国

の全世帯の約半数が、ケーブルテレビ経由で放送を受信しており、ケーブルテレビは、

重要な情報通信インフラの一翼を担っています。このような状況のもと、総務省では、

放送サービスの高度化に関する検討会において、４Ｋ・８Ｋの実用化に向けたロード

マップを策定し、そのロードマップに沿って、今年の６月２日には、４Ｋの試験放送

が開始されました。この取り組みを一層加速するため、４Ｋ・８Ｋロードマップに関

するフォローアップ会合が開催され、今月の９日には、より具体化し、かつ前倒しさ

れたロードマップが新たに公表されましたので、この資料の３ページ目に添付いたし

ております。 
こうした背景を踏まえ、今般ケーブルテレビへの超高精細度テレビジョン放送の導入

に必要となる技術的条件について、検討を開始いたしました。 
本件につきましては、放送システム委員会において検討を進めてまいりますが、８月

６日に開催した委員会におきまして、専門的な観点から調査・検討を行うケーブルテ

レビＵＨＤＴＶ作業班を設置いたしました。更新されたロードマップを考慮して、今

年の１２月の一部答申を目標にしております。 
２ページをご覧ください。ここでは、超高精細度テレビジョン放送の技術的条件とし

て想定される検討事項を簡単にまとめています。ケーブルテレビにおいて、４Ｋ等の
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実用放送を開始するために、主に次の２点について検討する予定でございます。 
１点目は、本年３月に、超高精細度テレビジョン放送に関する技術的条件のうち、衛

星放送に関する技術的条件につきまして、当分科会で一部答申をお認めいただき、７

月には関係省令が整備されたことを踏まえ、ケーブルテレビにおいても、衛星放送の

４Ｋ番組等を再放送できるように、衛星放送に導入された新しい技術仕様を反映する

必要がございます。 
２点目としては、現在、ケーブルテレビでも伝送周波数が逼迫していることから、よ

り広い伝送周波数帯域を必要とする４Ｋ番組等の放送開始に向けて、周波数の利用効

率を向上させるための新技術の導入について検討いたします。 
具体的には、前者としては、最新の映像符号化方式であるＨ．２６５や４Ｋ等の超高

精細な映像フォーマットの導入について検討いたします。また後者としては、現行の

伝送路符号化方式であるＪ．８３に比べて、左下の図に示しておりますように、伝送

容量を７０％程度増加することのできるＪ．３８２という規格を新しく導入すること

や、現行の６４ＱＡＭに基づいたＪ．８３でも４Ｋ放送を実現できるように、これに

ついては右下の図に示しておりますが、１つの４Ｋ番組を分割合成して伝送するＢＳ

トランスモジュレーション方式の高度化についても検討してまいります。 
３ページ目をご覧ください。このページは、先ほど申し上げました更新後のロードマ

ップでございます。ケーブルテレビにおいては、２０１５年に４Ｋ実用放送を開始す

ることが目標となっておりますので、それに間に合うように検討を進めてまいりたい

と存じます。 
以上、簡単ではございますが、放送システム委員会からの報告とさせていただきます。 

（徳田分科会長） はい、ありがとうございました。 
ただいまの説明について、ご意見、ご質問はございますでしょうか。どうぞ。 

（服部委員） 高品質化ということで、特に東京オリンピックで期待が大きいと思うので

すけども、４Ｋ・８Ｋになりますと、帯域圧縮というか、符号化のやり方で、要する

に現状の２Ｋと４Ｋ・８Ｋで遅延が変わらないかどうかということです。アナログか

ら２Ｋの時、問題になったわけです。アナログのほうが早くてデジタルのほうが２秒

ぐらい遅れる。そういう意味で、もし、今見てるテレビと高品質のテレビで、またそ

こで遅延が増すため、品質というよりは、見てるほうの実感にいろいろ影響すると思

うのですが、その辺、遅延の問題というのは、どのように検討されるのでしょうか。 
（伊東分科会長代理） はい。遅延自身を技術基準の中に含めるかどうかに関しましては、

今まで、そういうものは含まれていなかったと思います。これはもう、エンコーダ、

デコーダの作り込みによって、どんどん短くなっていくものだと思いますので、それ

を幾ら以内にというような数値を技術的条件の中に含めることは、現時点では考えて

いないというお答えになりますが、事務局、それでよろしいでしょうか。 
（中西地域放送推進室技術企画官） はい。 
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（徳田分科会長） はい、どうぞ。 
（服部委員） ただ、実感としてやはり、品質はよくなったけど遅延が生じるということ

がありますと、いろいろな、今後の発展の上での影響が出るのではないかと思います。

ですから、人間が見て特に遅延差がないという、やはり何かそういうことも含めて検

討していくということは必要ではないかなと思います。 
（伊東分科会長代理） 通信サービスはもちろん、掛け合いのようなやり取りのあるとき

に遅延が発生すると非常に困るということで、低遅延モードで使いたいという場合も、

もちろんあるかと思いますけれども、当然のことながら、低遅延モードにすると圧縮

率が落ちます。符号化の圧縮率を上げようとすると、基本的に遅延が増えるというト

レードオフがございます。また、エンコーダ、デコーダの電力消費という問題も絡ん

でまいりますので、なかなかどの辺りというのを数値的に決めるのは難しく、アプリ

ケーションによると思います。 
ただ、今回の検討対象は放送サービスでございますので、通信のようにやり取りをす

る話ではないということと、遅延が非常に身近に感じられたのは、片方が遅延の無い

アナログで、もう一方がデジタルということで、それらを比較するからかなり目立っ

たのではないかと思います。これからは、基準になるアナログはないわけですので、

遅延についても、それほど目立たないのではという気もいたします。 
（服部委員） でも、受信機自体は、既に４Ｋ・８Ｋの受信機は作られていますね。です

から、そうすると、例えば受信機は２Ｋ・４Ｋの互換性がある機械で、そういうよう

な状況というのは、想定されないのでしょうか。 
（伊東分科会長代理） ４Ｋの受信機が既にあるということですが、現状では、試作的に

作られた外付けの受信機や、レコーダーに内蔵されたものが販売されているレベルで、

まだ、たくさんの４Ｋの受信機が世の中に出ている状況ではないと思います。事務局、

よろしいですかね。 
（中西地域放送推進室技術企画官） 事務局の地域放送推進室でございます。 

ケーブルのＵＨＤＴＶ作業班で、先般要求条件をまとめまして、その中に実時間性と

いうことで、具体的な遅延時間は書いていないのですけども、高い実時間性を要求さ

れる場合を考慮すること、と、視聴者に違和感を与えない程度の映像・音声の遅延差

であることというものを要求条件に加えておりますので、先生のご懸念は、答申案の

中に答えが出てるものかと思います。 
（徳田分科会長） よろしいですか。 
（伊東分科会長代理） 映像・音声の遅延差については、これはリップシンクの問題なの

で、当然取らないといけない。それは同期の話ですから、また別の話かと思います。 
（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。 
（吉田委員） １つ教えていただきたいのですけれども、新しい技術として今回Ｊ．３８

２を導入することによって、伝送容量が約７０％増えるという話だったのですけど、
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Ｊ．３８２、これはＩＴＵ‐Ｔの勧告となっておりますので、一応、国際的な動向と

も整合が取れた方式を検討されるというふうに理解してよろしいのでしょうか。 
（伊東分科会長代理） はい。これは、ヨーロッパから提案された国際標準だと思います。

ヨーロッパでは、ＤＶＢのシリーズが、衛星、ケーブルテレビ、それから地上放送そ

れぞれに策定されております。その中にＤＶＢ－Ｃ２と呼ばれているケーブルテレビ

用に開発された新しい伝送方式がございまして、それがＪ．３８２というＩＴＵの勧

告になっておりますので、それを新たに導入すれば良いのではないかということでご

ざいます。ＬＤＰＣの誤り訂正能力が非常に高いので、この方式を導入することで、

ほぼ同一のＣＮ比で、伝送容量をグッと上げられます。 
（吉田委員） はい、ありがとうございました。ただＬＤＰＣを使うと、さっき服部先生

からも指摘がありましたように、やはり遅延とかその辺りの問題が、少しあるのかな

といった危惧がされますけれど。ありがとうございました。 
（徳田分科会長） はい。よろしいですか。 
（前田委員） すみません、ちょっと１点。蒸し返して申し訳ないのですけど、遅延の件

ですが、今、放送も双方向でのサービスということを意識して、例えば緑ボタンを押

してくださいとかオークションみたいなようなものも出てくると思うんですね。既に、

何かいろいろな応募をしたりとかデータを取ったりということがあるのですが、８Ｋ

のテレビを見てる人は３秒遅れでボタンを押すとか、そんなこともあり得るのかなと

思います。なので、今回の検討範囲に入ってないということですが、放送は１方向と

いうのも、最近だと、少しいろいろ弊害が出てくるのではないかなというふうには思

います。 
（伊東分科会長代理） 双方向での利用にどこまで立ち入れるのか、これは放送と通信の

所掌の問題もございます。例えば、異なったネットワークから別の情報を得るときは、

一番遅いものに受信側でタイミングを合わせるというのが普通で、多分、スマートテ

レビ等でもそういうことが基本になっているのではないかと思います。もちろん、実

際にサービスを提供される方々が、遅延がこの程度であれば、こういうサービスが実

現できるということでサービスを開発されると思います。 
それと、先ほども申し上げましたように、エンコーダ、デコーダの技術が進展してい

けば遅延も当然短くなっていきますので、その辺りは開発現場にお任せして、できる

だけ短くしてくださいねとお願いするということかと存じます。 
（中西地域放送推進室技術企画官） 双方向のお話もございますが、緊急警報信号などの

伝送もございますので、遅延については、しっかり検討していくと思いますので、答

申のときまでお待ちください。 
（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございます。コメントを幾つかいただきまし

たので、よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございます。引き続き、ご検

討のほど、よろしくお願いいたします。 
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報告事項 

「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち

「76GHz 帯小電力ミリ波レーダーの高度化に関する技術的条件」の

検討開始について 

 
（徳田分科会長） それでは続きまして、諮問第２００９号「小電力の無線システムの高

度化に必要な技術的条件」のうち、「７６ＧＨｚ帯小電力ミリ波レーダーの高度化に関

する技術的条件」の検討開始について、陸上無線通信委員会の安藤主査から、ご説明

をお願いいたします。 
（安藤専門委員） はい。安藤からご説明申し上げます。 

この件は検討開始ということですが、実は６月６日に陸上無線通信委員会で開始して

おるのですけれども、夏ということで分科会が休会ということもあったので、今日ご

報告という形になります。 
この資料の、まず一番後ろのページで２と書いてあるところをご覧ください。自動車

に用いられるレーダーの種類が書いてありますけれども、この欄のほかにも一番下に、

２４ＧＨｚ、２６ＧＨｚ帯のところでＵＷＢレーダーというものもあります。今後広

がっていくものは、この表にある７６ＧＨｚ帯レーダーと、７９ＧＨｚ帯レーダーと

いうこの２つが、これから国際的にも広まっていくものです。 
今回の議論は７６ＧＨｚ帯レーダーということで、主に遠くを見るレーダーです。ア

ンテナ指向性が鋭くて、分解能が１ｍか２ｍ程度ということです。これを議論するわ

けですけれども、このほかには７９ＧＨｚ帯レーダーというのは、これはＵＷＢレー

ダーと言ってもいいような広い帯域を使って、非常に高い分解能で２０ｃｍ程度です

けれども、例えば横とか後ろとか、遠くではなくて近くのものを正確に測るというよ

うな性質を持ってます。この内、７６ＧＨｚの遠くを見るレーダーについての議論を

します。今現在は１ＧＨｚ幅の周波数が割り当てられておりますけども、占有周波数

帯域幅としては、５００ＭＨｚ幅だけを使っています。 
戻りまして１ページ目に、その検討の背景が書いてあります。７６ＧＨｚ帯のレーダ

ーは、１９９６年以降、欧米で標準化され、車載レーダーとして既に使われています。

わが国でも、平成９年の審議会の答申を受けて、高速道路での追従走行、ＡＣＣや追

突防止等の自動車レーダー等に広く使われています。主に追従走行等では精度は少し

甘くてよいということで、いわゆる衝突の防止のときには高い精度を必要とするので
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すけれども、これまでは、主に発信機の周波数の安定度が低かったこともあって、占

有周波数帯域幅は１ＧＨｚ幅としていましたが、制度化としては、５００ＭＨｚの帯

域幅で使う規定になっていました。このようなもので商品を製造して、今、普及が始

まろうとしているところです。 
一方、欧米では、これは制度上でも１ＧＨｚ幅まで許容されているのですけれども、

用途が同様に、遠くを見て追従走行するというものであったので、５００ＭＨｚ帯域

幅のものが製品化されてきたものです。しかし、欧米の自動車メーカーでは、この帯

域幅をフルに使って衝突防止の使い方もするために、精度の高いことを可能にするよ

うな、１ＧＨｚの幅を用いるレーダーを製品化する動きがあります。 
したがって、わが国も、現在５００ＭＨｚ幅で実際には規定しているものを、１ＧＨ

ｚ幅全体を使ったものに拡大する検討をするものであります。このページの下に、小

電力ミリ波レーダーの概要が書いてあります。帯域が狭い分、周波数当たりのパワー

は大きくなりますので、遠くまで見えるというものです。 
次のページに参ります。今話しましたように、一応１ＧＨｚのうち５００ＭＨｚを使

って、現在は大体２ｍぐらいの精度での商品が出始めているところです。これを、そ

の下にあるように１ＧＨｚをフルに使ったものにして、国際的なものに合わせた形で

商品としていきたいということです。 
当然、この変更に伴って、既存業務との共用検討をもう１回見直す必要があるわけで

す。この近辺には、アマチュア無線とかアマチュア衛星とか固定衛星、それから電波

天文、８０ＧＨｚ帯の高速無線伝送システムなどの用途があります。８０ＧＨｚ帯の

システムは、５ＧＨｚ×２チャンネルという超広帯域な割当てを、２５０ＭＨｚです

か、細かくして使えるようにするという議論を本委員会で行ったものです。これら全

てのシステムとの共用を検討する必要があります。 
今後のスケジュールですが、６月の６日に、既に検討を開始しております。作業班を

ＮＩＣＴの矢野主任ということで設置させていただきまして、既に議論を開始してい

ます。主に既存業務との共用検討を慎重に進めているところです。当初は平成２６年

内、もう少し早くと思ったのですけども、実は慎重に検討すべきことがあるというこ

ともわかり、平成２６年度の年度一杯を使って作業班で検討をとりまとめて、こちら

の分科会のほうにご報告したいというのがスケジュールであります。 
以上です。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。 
ただいまのご説明に関しまして、ご意見、ご質問等ありますでしょうか。よろしいで

しょうか。 
（服部委員） １つお願いします。やはり衝突防止というところで、ミリ波レーダーは、

だいぶ前から期待されてるようですけど、今、実態としては、むしろ画像処理で衝突

を検知するとか、そういうほうの商品化が進んでいますので、それと比べてミリ波レ
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ーダーの有意性を明らかにすることが必要と思います。規格だけ作って導入されない

といいますか、その辺のことがちょっと危惧されるということで、まず現状の今普及

してるもの、そういうことも視野に入れながら検討していくことも必要ではないかな

と思います。 
それから、この周波数帯ですと、例えば雨だとか雪ですね、いわゆる降雨減衰という

のですか、そういうことを含めて適用性ということが必要ですけど、この辺は、検討

項目として入っているのですかという点ですね。 
（安藤専門委員） おっしゃるとおり、今、いろいろな自動車で、カメラの映像を含めて

合わせ技として、多彩な距離や角度を、広くカバーできるような商品が、続々と出て

おります。その中で、ミリ波レーダーの特徴は、やはり光だと通らない場合に、ミリ

波だと通るということです。あまり飛びすぎてもこういう用途にはよくないので、６

０ＧＨｚという周波数は逆に、雨で一番吸収される周波数での検討から最初スタート

した訳です。７６ＧＨｚも距離はそれほど跳ばないという性格はありますので、距離

としては１５０ｍとか２００ｍが限界の距離で、それより長くなると、吸収減衰はも

ちろん大きくなると思います。１０ｍＷということで、将来、固体化で出せるような

もので、どんどん普及は広まっていく。特に光が通らずカメラでは視認できないとこ

ろでの使用ということでも、今やはり一番期待が大きいのは、ミリ波レーダーではな

いかと思います。そういうものを使いこなす際には、やはり、うんと近いところと少

し遠くを見るものという目的で２つに分かれて開発が進んでおりまして、これは普及

に１つ拍車をかけるものと思います。 
ずいぶん前ですけれども、自動車のレーダーは、ミリ波の１つのキラーアプリとして、

ミリ波を開拓するための刺激にならないかということで検討が始まったのを、覚えて

おります。最近は、安心・安全ということも含めて、本当にこれが本当に必要になっ

てきた、というのが今の実感です。 
国際的にも自動車レーダー用の周波数はいろいろ紆余曲折がありました。２０ＧＨｚ

の辺りでの使いこなしというのも当然考えられたのですけど、ほとんどのものは時限

となっており、主流は７０ＧＨｚのほうに移りつつあります。吸収され飛び過ぎない

特性も含めて、レーダーとして一番使いやすい周波数の１つではないかと思っていま

す。 
この用途では、たくさん出れば出るほど安くなるという形でいかないと普及が果たせ

ません。昔はオプションであっても価格が非常に高く、１００万円とかそういうもの

でしたから、品揃えをしているが量産体制まではとらぬという時代が続いたのですけ

ども、今はどんどんオプションとして普及しつつありますので、状況はだいぶ変わっ

てるいるのではないかと思います。 
（徳田分科会長） はい。どうもありがとうございます。 
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報告事項 

平成２７年度ＩＣＴ関係予算要求について 

 
（徳田分科会長） それでは、時間の関係もありますので、３番目の報告事項に移らさせ

ていただきたいと思います。平成２７年度ＩＣＴ関係予算要求の状況について、総務

省から、ご報告をお願いいたします。 
（野崎技術政策課長） はい、資料１０４‐５に基づきまして、事務局から簡単にご説明

させていただきます。 
まず１ページでございます。ここに重点施策集目次とありますが、黄色い色を塗った

ところがＩＣＴ関係の主な施策でございます。全体の大きな柱が、「元気をつくる」、「命

をまもる」、「便利なくらしをつくる」、「みんなの安心をまもる」という構成になって

おりまして、ＩＣＴ政策は、「元気をつくる」の中の「新たなイノベーションを創出す

るＩＣＴ成長戦略の推進」、「ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開」というところ、「便利

なくらしをつくる」の中の「ICT による社会的課題の解決と豊かな生活の実現」とい

うところ、「みんなの安心をまもる」の中の「ＩＣＴの安心・安全の確保」というとこ

ろを中心に担っております。全体の規模感としては、平成２７年度の要求・要望額合

わせまして、すべてテレコム関係予算を合わせると大体１４００億円程度で、一般財

源が７００億円、電波利用料財源が７００億円超となり、電波利用料財源の中には、

電波監視とか研究開発以外のあらゆるものを含みます。そのような規模感でございま

す。 
次のページから、主なものだけ、ご説明させていただきます。 
まず１２ページをご覧下さい。ここは、「新たなイノベーションを創出するＩＣＴ成

長戦略の推進」の中で、「ＩＣＴによる地域の活性化」ということで、ＩＣＴを農業、

医療、教育、防災、交通等の分野に適用して成長戦略の促進に資するための施策でご

ざいます。 
次は１４ページでございます。ここはＧ空間情報、つまり、地理空間情報についてリ

アルタイムに膨大な情報を収集しまして、それを、防災とか災害予測、交通、農業等

の高度化、いろいろな分野に適用していくための施策でございます。 
次は１６ページでございます。「元気をつくる」の中の「東京大会等での世界最先端

のＩＣＴ環境の実現」に関する施策でございます。１６ページは、これは「サクサク

ジャパン」と読みますが、外国人の方が多数いらっしゃいますので、公衆無線ＬＡＮ

環境の整備について補助事業等を要求しております。 
次は１７ページでございます。ここは、「グローバルコミュニケーション計画」の推

進についてですが、多言語音声翻訳の技術開発を進めようというものです。①のとこ
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ろですが、対応領域を拡大し、対応言語についても、２０２０年までに１０言語間を

実用レベルまで向上させることを目指しておりますが、翻訳精度を高めるための研究

開発を推進するというものです。さらに②ですが、それを実際に病院とか商業施設と

か観光地等のフィールドに適用して、社会実証を目指しているプロジェクトでござい

ます。 
１８ページでございます。４Ｋ・８Ｋ、スマートテレビの利活用推進について、４Ｋ・

８Ｋについて、ＢＳ、ケーブルテレビも含めてプラットフォームごとにシステムやサ

ービス等の検討や実証を推進するものです。さらに一番下ですが、電波利用料を使い

まして、４Ｋ・８Ｋ放送の実現に向けて周波数の一層の有効利用を図るための技術開

発、多チャンネル化とか番組素材を伝送するための高圧縮技術の研究開発をするもの

でございます。 
次は２０ページでございます。ここが「元気をつくる」の中の「ＩＣＴ共通基盤の実

現」に関するものでございます。２０ページは、ビッグデータ・オープンデータを活

用するためのプラットフォームを構築して、様々な分野で利活用を進めていく施策で

ございます。 
２１ページですが、「世界最高レベルのＩＣＴ基盤の実現」というところで、一番上

が、第５世代移動通信システムの研究開発・標準化ということで、現在の１０００倍

の容量を目指して研究開発を進めていくものです。それから中ほどですが、２０２０

年オリンピック時に、巨大なリアルタイムデータ、８Ｋ映像等が流通するために、ネ

ットワークへの負担が非常に高まりますので、現在の１０倍を目指した高速大容量の

次世代の光ネットワーク技術の研究開発を推進するというものでございます。 
２２ページが「ひと」に関する施策でございます。２２ページは女性の活用支援とい

うことで、テレワークの利用を促進するための施策でございます。 
２４ページでございますが、ここは、まず一番上が「異能ｖａｔｉｏｎ」プログラム

です。これは、野心的な課題に挑戦する独創的な人材を支援してイノベーションを推

進する施策でございます。中ほどでございますが、これは、研究成果を実用化につな

げるところということで、右に図がありますが、ベンチャーキャピタルとベンチャー

企業をマッチングさせまして、試作等のビジネスモデルの実証のところを補助してい

く施策です。３番目が、競争的資金を使いまして、オープンイノベーションの促進、

地域の活性化などを推進していくものでございます。 
２５ページからが、「元気をつくる」の中の「ＩＣＴ国際競争力強化・国際展開」で

ございます。 
２５ページの上側は、機動的で実効的な官民連携体制の構築、下側は、テレビ国際放

送の充実強化でございます。 
２６ページでございますが、ＩＣＴ国際競争力強化パッケージ支援ということで、地

デジ以外に、インフラ、防災、医療、教育、様々な分野で、日本の技術やインフラを
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展開していこうというものでございます。 
次に４１ページです。この「便利なくらしをつくる」については、公的個人認証サー

ビス、マイナンバー制度の導入が予定されておりますが、それに基いて、いろんな分

野に利活用を図るための実証実験を推進するものでございます。 
４２ページでございます。ＩＣＴによる社会的課題の解決を目指した施策でございま

す。「スマートな社会インフラの維持管理」については、インフラの老朽化がかなり進

んでおりますので、センサを活用して、非常に低コストかつ低消費電力で高信頼なイ

ンフラ管理のための通信技術の確立を目指すものでございます。 
４３ページの「ネットワークロボット技術の高度化」については、周りの環境を把握

しながら移動する車いすのような自立行動支援システムの研究開発を進めるものでご

ざいます。 
４５ページの「みんなの安心をまもる」という中の「ＩＣＴの安心・安全の確保」に

ついては、「サイバーセキュリティの強化」ということで、サイバー攻撃に対する総合

的なセキュリティ対策を推進するものでございます。 
ご説明は以上でございます。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。 
それでは、ただいまの説明について、コメント等ありますでしょうか。よろしいでし

ょうか。 
（服部委員） では。 

大変重要な施策ですので、ぜひ強力に進めていただきたいと思います。 
今日の最初の議題とも関連するのですけど、地域防災関係については、やはり今まで

にもういろいろなシステムが提供されて、なかなかそれがうまく活用されてない、そ

ういう状況もやはりあるのが現実です。防災行政無線の現状がどうなって、どうある

べきかといいますか、そういうことを一度整理して、その中で個別にそれぞれの政策

をどうとっていくか、そういうことをやりませんと、防災行政無線いいですか悪いで

すかという感じだと、なかなか全体がどうなっているかという状況が分からず、やは

り、それが今問われているのではないかなと思います。 
地域は今、財政的には非常に負担が厳しいという状況も踏まえて、防災行政無線の重

要さを考えれば、やはり予算措置も含めて検討していくのは、国の役割ではないかな

と思いますので、その辺含めて、よろしく検討をお願いしたいと思います。 
（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。 

一応、今のＩＣＴ関係予算の要求のご説明で、本日の議題は終了いたしましたけれど

も、全体を通しまして、今、服部委員からもコメントをいただきましたけれども、何

かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 
（近藤委員） よろしいですか。 
（徳田分科会長） はい、近藤委員。 
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（近藤委員） はい、近藤です。 
実は技術的な課題というので、先般１６日に総務省のご講演もいただいて、「スマー

トエイジングフォーラム」というのを大阪ＮＨＫホールでやりまして、７００名を超

える高齢者にお集まりいただきました。翌日の朝のニュースで公開されておりますの

で、よろしければ見ていただきたいのですけれども、その時に、やはり高齢者が一番

ＩＣＴ利用で困るのは言葉なのです。Ｊ‐ＡＬＥＲＴという言葉は何かなと思ってし

まいますので、はっきりと災害警報無線であるとか、そういう分かりやすいものを。

端末を作ったときに、それがＪ‐ＡＬＥＲＴと書いてあったら、多分分からない。ぜ

ひ、言葉の問題を、技術者の方は、普通の人にも、決してお年寄りとは言いません、

普通の人にも分かる言葉にしていただけるように、切にお願い申し上げます。 
以上です。 

（徳田分科会長） はい、重要なご指摘、どうもありがとうございます。 
そのほか、委員の皆様よろしいでしょうか。では、事務局のほうから何かございます

でしょうか。 
（事務局） 特にございません。 
（徳田分科会長） はい。どうもありがとうございました。 
 

閉  会 

 
（徳田分科会長） それでは本日の会議は、これにて終了といたします。 

次回の日程につきましては、確定になり次第、事務局からご連絡差し上げますので、

皆様方、よろしくお願いいたします。 
それでは、以上で閉会といたします。どうもありがとうございました。 
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